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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を２次元の撮像範囲に対してスキャンして２次元断層像を生成する第１のスキャ
ン手段と、
　前記被検体の２次元断層像に配置したマーカに基づいて、被検体に関する計測情報を計
測する計測手段と、
　前記計測手段により計測される計測情報とその計測情報に対応する奥行き方向の幅を関
連付けて記憶した記憶手段と、
　前記計測手段から得られる計測情報と、前記マーカの配置とに基づいて形状が設定され
たＲＯＩを前記断層像上に設定するＲＯＩ設定手段と、
　前記断層像上に設定されたＲＯＩの形状と前記計測情報に基づいて求めた奥行き方向の
幅とに基づいて３次元の撮影範囲を決定する撮影条件決定手段と、
　前記決定された３次元の撮影範囲に亘って超音波によりスキャンすることで３次元画像
を収集する第２のスキャン手段と、
　を有することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記第２のスキャン手段は、所定方向に配列された複数の超音波振動子を有し、前記配
列の方向をスキャン面とし、そのスキャン面に直交する方向に前記超音波振動子を揺動さ
せながら前記３次元の撮影範囲に亘って超音波によりスキャンすることで３次元の超音波
画像を収集することを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
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【請求項３】
　前記撮影条件決定手段は、前記計測情報に基づいて前記スキャン面におけるＲＯＩの大
きさ、又は前記直交する方向に前記超音波振動子を揺動させる角度の範囲のうち、少なく
とも１つを決定し、
　前記第２のスキャン手段は、前記決定に基づいて前記超音波振動子を揺動させながら超
音波によりスキャンすることで３次元画像を収集することを特徴とする請求項２に記載の
超音波診断装置。
【請求項４】
　前記被検体は母体及び胎児であり、
　前記撮影条件決定手段は、前記母体に対するスキャンによって予め収集された前記母体
及び胎児の断層像に基づいて、前記スキャン面におけるＲＯＩの大きさ、又は前記直交す
る方向に前記超音波振動子を揺動させる角度の範囲のうち、少なくとも１つを決定するこ
とを特徴とする請求項２又は請求項３のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記母体及び前記胎児の断層像を表示する表示手段を更に有し、
　前記撮影条件決定手段は、前記表示されている断層像に対する操作者による前記胎児の
指定を受け付けて、前記スキャン面におけるＲＯＩの大きさを決定することを特徴とする
請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記撮影条件決定手段は、前記計測手段から得られる計測情報から得られる前記胎児の
発育情報又は胎児週数情報に基づいて、前記スキャン面におけるＲＯＩの大きさ、又は前
記直交する方向に前記超音波振動子を揺動させる角度の範囲のうち、少なくとも１つを決
定することを特徴とする請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記撮影条件決定手段は、前記計測手段から得られる計測情報又は前記胎児週数情報か
ら前記胎児の頭部の形状を求め、前記胎児の頭部の形状に基づいて、前記スキャン面にお
けるＲＯＩの大きさを決定することを特徴とする請求項６に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記撮影条件決定手段は、前記胎児の頭部の形状から前記胎児の頭部の横幅及び縦幅を
求め、前記胎児の頭部の横幅及び縦幅に基づいて、前記スキャン面におけるＲＯＩの大き
さを決定することを特徴とする請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記超音波振動子を揺動させる速度を、前記超音波振動子を揺動させる角度と画像の画
質を示す情報とに対応付けて記憶する記憶手段を更に有し、
　前記撮影条件決定手段は、前記決定された前記超音波振動子を揺動させる角度と、操作
者によって指定された画像の画質を示す情報とに基づき、前記対応付けに従って前記超音
波振動子を揺動させる速度を決定することを特徴とする請求項２から請求項８のいずれか
に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記撮影条件決定手段は、操作者により断層像上で指定された２点の中心の位置を前記
ＲＯＩの中心位置として、前記ＲＯＩの位置を決定することを特徴とする請求項９に記載
の超音波診断装置。
【請求項１１】
　超音波診断装置に、
　被検体を２次元の撮像範囲に対してスキャンして２次元断層像を生成する第１のスキャ
ン機能と、
　前記生成された被検体の２次元断層像に配置したマーカに基づいて、被検体に関する計
測情報を計測する計測機能と、
　前記計測手段により計測される計測情報とその計測情報に対応する奥行き方向の幅を関
連付けて記憶する記憶機能と、
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　前記計測手段から得られる計測情報に基づいて形状が設定されたＲＯＩを前記断層像上
に設定するＲＯＩ設定機能と、
　前記ＲＯＩの形状と前記計測情報に基づいて求めた奥行き方向の幅とに基づいて、前記
被検体についての超音波による３次元の撮影範囲を決定する撮影条件決定機能と、
　前記決定された３次元の撮影範囲に亘って超音波によりスキャンすることで３次元画像
を収集する第２のスキャン機能と、
　を実行させることを特徴とする超音波診断装置の制御プログラム。
【請求項１２】
　前記第２のスキャン機能は、所定方向に配列された複数の超音波振動子の前記配列の方
向をスキャン面とし、そのスキャン面に直交する方向に前記超音波振動子を揺動させなが
ら３次元の撮影範囲に亘って超音波によりスキャンすることで３次元画像を収集する機能
であること
　を特徴とする請求項１１に記載の超音波診断装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は３次元画像の収集が可能な超音波診断装置に関し、特に３次元画像の関心領
域を抽出する超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検体の体内を撮影する装置として、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、超音
波診断装置などの画像診断装置が用いられている。上記に挙げた画像診断装置のなかでも
、超音波診断装置は小型で非侵襲性であり被検体のＸ線被爆がないため、胎児の発育診断
などに用いられる。
【０００３】
　超音波診断装置に備えられている超音波プローブは、図２（ａ）に示す斜視図のように
、超音波振動子２１が走査方向（Ｘ方向）に１次元的に配列され、電子的な遅延制御によ
りＸ－Ｚ平面内で超音波の送受信を行なって、被検体の断層像（２次元画像）を収集する
ものが一般的である。ここで、図２（ａ）に示すような、超音波振動子が１次元的に配列
された超音波プローブを、便宜的に１次元超音波プローブと称することとする。
【０００４】
　また、近年になって２次元の断層像の撮影のみならず、３次元画像の撮影及び表示が可
能な超音波診断装置が実用化され、臨床の場において利用されつつある。例えば、揺動機
構を備えた１次元超音波プローブを機械的に動かすことにより、走査方向に直交する方向
（揺動方向）の複数枚の断層像を収集し、それにより３次元画像を生成している。図３（
ａ）、（ｂ）に示すように、１次元的に配列された超音波振動子２１を機械的に走査方向
（Ｘ方向）に直交する方向（Ｙ方向）に揺動させて、揺動方向（Ｙ方向）の複数枚の断層
像を収集している。なお、超音波振動子２１は、揺動中心点２１ａを中心にしてＹ方向に
揺動する。
【０００５】
　また、図２（ｂ）に示すように超音波振動子を２次元的に配列して、スキャン面を電子
的に揺動させて３次元画像を得る超音波プローブが開発されている。ここで、図２（ｂ）
に示すような、超音波振動子が２次元的に配列された超音波プローブを、便宜的に２次元
超音波プローブと称することとする。
【０００６】
　以上のような３次元画像の収集が可能な超音波プローブを用いて診断部位に対して超音
波の送受信を行い、診断部位の３次元画像の収集が行われている。例えば、胎児の頭部の
３次元画像を収集する場合には、胎児の頭部の全体像が表示されるように、胎児の頭部を
含むように関心領域（ＲＯＩ）が設定され、その設定された関心領域（ＲＯＩ）の３次元
画像の表示を行っている。
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【０００７】
　従来、この関心領域（ＲＯＩ）の設定は操作者が行っていた。例えば、３次元画像を収
集する前に、操作者が、超音波振動子の揺動角度の範囲、揺動する速度及び関心領域（Ｒ
ＯＩ）の大きさなどの設定条件（パラメータ）を決定し、その設定条件（パラメータ）を
超音波診断装置に入力していた。超音波診断装置は、その設定条件に基づいて関心領域（
ＲＯＩ）に含まれる画像データの抽出を行っていた（例えば特許文献１）。
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－２７５２０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、操作者が関心領域（ＲＯＩ）の設定条件（パラメータ）を決定していた
ため、その設定内容によっては揺動角度が足らず、所望の診断部位の全体像を収集できな
かったり、揺動速度が速すぎて良好な画像が得られなかったり、関心領域（ＲＯＩ）の幅
が広すぎたり、不要なデータを収集して所望の診断部位より手前に不要な画像が残ってし
まい、診断部位の全体像が表示されなかったりする問題があった。例えば、胎児の３次元
画像を収集する場合に、胎児の顔全体の３次元画像が収集できなかったり、胎児の顔より
手前に不要な画像が残ってしまい、顔全体が表示されなかったりする問題があった。
【００１０】
　以上のように、３次元画像の関心領域（ＲＯＩ）を抽出して表示することは、熟練の操
作者であっても困難な作業である。所望の診断部位の全体像を良好に表示できなかった場
合は、良好に表示されるまで操作者が何回も揺動角度の範囲などの設定条件を超音波診断
装置に入力して関心領域（ＲＯＩ）の再設定を行い、何回も撮影を行う必要があった。そ
のため、検査時間が長くなってしまう問題があった。
【００１１】
　この発明は上記の問題を解決するものであり、撮影の対象部位に関する情報に基づいて
３次元画像を抽出するための関心領域（ＲＯＩ）の設定条件を自動的に決定することによ
り、操作者による設定条件の入力作業を省略し、再設定の頻度を減らすことが可能な超音
波診断装置を提供することを目的とする。そのことにより、検査時間を短縮することがで
き、患者及び操作者への負担を軽減することが可能な超音波診断装置を提供することを目
的とする。
【００１２】
　また、胎児の発育情報等に基づいて関心領域（ＲＯＩ）の設定条件を自動的に決定する
ことにより、操作者による設定条件の入力作業を省略し、再設定の頻度を減らすことを可
能な超音波診断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１に記載の発明は、被検体を２次元の撮像範囲に対してスキャンして２次元断層
像を生成する第１のスキャン手段と、前記被検体の２次元断層像に配置したマーカに基づ
いて、被検体に関する計測情報を計測する計測手段と、前記計測手段により計測される計
測情報とその計測情報に対応する奥行き方向の幅を関連付けて記憶した記憶手段と、前記
計測手段から得られる計測情報と、前記マーカの配置とに基づいて形状が設定されたＲＯ
Ｉを前記断層像上に設定するＲＯＩ設定手段と、前記断層像上に設定されたＲＯＩの形状
と前記計測情報に基づいて求めた奥行き方向の幅とに基づいて３次元の撮影範囲を決定す
る撮影条件決定手段と、前記決定された３次元の撮影範囲に亘って超音波によりスキャン
することで３次元画像を収集する第２のスキャン手段と、を有することを特徴とする超音
波診断装置である。
【００１４】
　請求項１１に記載の発明は、超音波診断装置に、被検体を２次元の撮像範囲に対してス
キャンして２次元断層像を生成する第１のスキャン機能と、前記生成された被検体の２次
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元断層像に配置したマーカに基づいて、被検体に関する計測情報を計測する計測機能と、
前記計測手段により計測される計測情報とその計測情報に対応する奥行き方向の幅を関連
付けて記憶する記憶機能と、前記計測手段から得られる計測情報に基づいて形状が設定さ
れたＲＯＩを前記断層像上に設定するＲＯＩ設定機能と、前記ＲＯＩの形状と前記計測情
報に基づいて求めた奥行き方向の幅とに基づいて、前記被検体についての超音波による３
次元の撮影範囲を決定する撮影条件決定機能と、前記決定された３次元の撮影範囲に亘っ
て超音波によりスキャンすることで３次元画像を収集する第２のスキャン機能と、を実行
させることを特徴とする超音波診断装置の制御プログラムである。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によると、断層像上に設定されたＲＯＩに基づいて３次元の撮影範囲が決定さ
れるため、被検体の３次元画像を適切に抽出することが可能となる。その結果、操作者に
よるＲＯＩの設定条件の入力作業を簡略化することができ、さらに操作者による再設定の
頻度を減らすことができるため、超音波診断装置による検査時間を短縮することができ、
患者及び操作者への負担を軽減することができる。
【００１６】
　また、この発明によると、胎児の発育情報又は胎児週数情報に基づいてＲＯＩの大きさ
、超音波振動子を揺動させる角度の範囲、又は揺動の速度が決定されるため、胎児の頭部
の３次元画像を適切に抽出することが可能となる。その結果、操作者による関心領域の大
きさなどの設定条件の入力作業を簡略化することができ、さらに操作者による再設定の頻
度を減らすことができるため、超音波診断装置による検査時間を短縮することができ、患
者及び操作者への負担を軽減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、この発明の実施形態に係る超音波診断装置、超音波診断装置の制御プログラム及
び超音波画像の収集方法について、図１から図１０を参照しつつ説明する。
【００１８】
（構成）
　この発明の実施形態に係る超音波診断装置及び超音波プローブの構成について、図１か
ら図３を参照しつつ説明する。図１は、この発明の実施形態に係る超音波診断装置の概略
構成を示すブロック図である。図２は、この発明の実施形態に係る超音波診断装置に備え
られている超音波プローブの図である。図２（ａ）は、超音波プローブ２の斜視図であり
、図２（ｂ）は、超音波振動子の２次元配列を示す上面図である。図３は、この発明の実
施形態に係る超音波診断装置に備えられている超音波プローブの揺動を説明するための図
である。図３（ａ）は、超音波振動子２１の斜視図であり、図３（ｂ）は、超音波振動子
２１をＸ方向から見た図である。
【００１９】
　図１に示すように、この実施形態に係る超音波診断装置１は、超音波プローブ２、送受
信部３、信号処理部４、表示部５、制御部６、操作部７、プローブ揺動制御部８、３次元
画像処理部９、計測データ処理部１０及び患者データ処理部１１を備えて構成されている
。
【００２０】
　超音波プローブ２は、上述した従来技術と同様に、図２に示すような１次元超音波プロ
ーブ又は２次元超音波プローブが用いられている。超音波プローブ２と超音波診断装置本
体とはケーブル２２により接続される。１次元超音波プローブの場合は、図２（ａ）に示
すように、超音波振動子２１は、走査方向（Ｘ方向）に１次元的に配列されている。さら
に、モータ（図示しない）が設置され、そのモータにより超音波振動子２１が揺動方向（
Ｙ方向）に揺動させられて、揺動方向（Ｙ方向）の複数枚の断層像を収集し、それにより
３次元画像を生成する。具体的には、図３（ａ）、（ｂ）に示すように、揺動中心点２１
ａを中心にして、１次元的に配列された超音波振動子２１を機械的に、走査方向（Ｘ方向
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）と直交する方向（Ｙ方向）に揺動させる。これにより、超音波振動子２１は、スキャン
面２３に直交する方向に揺動させられて超音波の送受信を行うことになる。ここで、図３
（ｂ）に示すように、スキャン面２３とＺ方向とのなす角度を揺動角度θとし、超音波振
動子２１を揺動方向（Ｙ方向）に揺動させる速度を揺動速度とする。
【００２１】
　また、超音波プローブ２として超音波振動子がマトリックス（格子）状に配置された２
次元超音波プローブを用いた場合、超音波診断装置１はスキャン面２３を電子的に揺動さ
せて３次元画像を収集する。
【００２２】
　送受信部３は送信部と受信部とからなり、超音波プローブ２に電気信号を供給して超音
波を発生させるとともに、超音波プローブ２が受信したエコー信号を受信する。
【００２３】
　送受信部３内の送信部は、図示しないクロック発生回路、送信遅延回路、及びパルサ回
路を備えている。クロック発生回路は、超音波信号の送信タイミングや送信周波数を決め
るクロック信号を発生する回路である。送信遅延回路は、超音波の送信時に遅延を掛けて
送信フォーカスを実施する回路である。パルサ回路は、各超音波振動子に対応した個別経
路（チャンネル）の数分のパルサを内蔵し、遅延が掛けられた送信タイミングで駆動パル
スを発生し、超音波プローブ２の各超音波振動子に供給するようになっている。
【００２４】
　また、送受信部３内の受信部は、図示しないプリアンプ回路、Ａ／Ｄ変換回路、及び受
信遅延・加算回路を備えている。プリアンプ回路は、超音波プローブ２の各超音波振動子
から出力されるエコー信号を受信チャンネルごとに増幅する。Ａ／Ｄ変換回路は、増幅さ
れたエコー信号をＡ／Ｄ変換する。受信遅延・加算回路は、Ａ／Ｄ変換後のエコー信号に
対して受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与え、加算する。その加算により、受
信指向性に応じた方向からの反射成分が強調される。なお、この送受信部３によって加算
処理された信号を「ＲＦデータ（または、生データ）」と称する。
【００２５】
　信号処理部４は、送受信部３から出力されたＲＦデータを受けて、エコーの振幅情報の
映像化を行い、エコー信号からＢモード超音波ラスタデータを生成する。具体的には、Ｒ
Ｆデータに対してバンドパスフィルタ処理を行い、その後、出力信号の包絡線を検波し、
検波されたデータに対して対数変換による圧縮処理を施す。これにより、信号強度が輝度
の明るさで表現されるデータが生成される。その他、エッジ強調等の処理が行われる場合
もある。
【００２６】
　さらに信号処理部４は、走査線信号列で表される信号処理後のＢモード超音波ラスタデ
ータを空間情報に基づいた座標系のデータに変換する（スキャンコンバージョン処理）。
つまり、超音波走査に同期した信号列をテレビ走査方式の表示部５で表示できるようにす
るために、標準のテレビ走査に同期して読み出すことにより走査方式を変換している。こ
れにより、２次元情報としての断層像データ、いわゆるＢモード画像データが生成される
。この断層像データは、表示部５及び３次元画像部処理部９に出力され、表示部５のモニ
タにて２次元の断層像として濃淡表示される。
【００２７】
　制御部６はＣＰＵからなり、超音波診断装置１を構成する各部に接続され、それらの制
御を行なう。さらに、制御部６は、ＲＯＩ幅決定手段６１、揺動角度決定手段６２、揺動
速度決定手段６３及びＲＯＩ位置決定手段６４の機能を有する。なお、ＲＯＩ幅決定手段
６１、揺動角度決定手段６２、揺動速度決定手段６３及びＲＯＩ位置決定手段６４が撮影
条件決定手段として機能する。
【００２８】
　ＲＯＩ幅決定手段６１は、信号処理部４にて生成された２次元情報としての断層像デー
タと、胎児の発育情報又は胎児週数情報とから、断層像（スキャン面２３）上における関
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心領域（ＲＯＩ）の大きさを決定する。例えば、ＲＯＩ幅決定手段６１は、関心領域（Ｒ
ＯＩ）の縦幅と横幅を決定する。胎児の発育情報とは、ここでは、胎児の頭部の大きさを
示す情報である。また、胎児週数情報とは、胎児の成長度合いを示す情報である。
【００２９】
　揺動角度決定手段６２は、信号処理部４にて生成された２次元情報としての断層像デー
タと、胎児の発育情報又は胎児週数情報と、関心領域（ＲＯＩ）の大きさとから、超音波
振動子２１の揺動角度θの範囲を決定する。
【００３０】
　揺動速度決定手段６３は、超音波振動子２１の揺動角度θの範囲と、操作部７から入力
される画像の画質を示す情報とから、超音波振動子２１の揺動速度を決定する。なお、画
像の画質を示す情報は操作者が決定し、操作部７により入力される情報である。超音波診
断装置１に設置されている記憶部（図示しない）に、揺動角度の範囲、画像の画質情報及
び揺動速度を関連付けたテーブル（表）を予め記憶しておき、揺動速度決定手段６３がそ
のテーブル（表）を参照することにより揺動速度を決定する。
【００３１】
　ＲＯＩ位置決定手段６４は、関心領域（ＲＯＩ）の位置を決定する手段である。ＲＯＩ
位置決定手段６４の処理内容については、後で詳述する。
【００３２】
　操作部７は、キーボード、マウス、トラックボール、又はＴＣＳ（Ｔｏｕｃｈ　Ｃｏｍ
ｍａｎｄ　Ｓｃｒｅｅｎ）などで構成されている。この操作部７は制御部６に接続され、
操作者の操作により、関心領域（ＲＯＩ）の設定条件（設定パラメータ）や、超音波診断
装置１への命令が入力される。
【００３３】
　プローブ揺動制御部８は、制御部６から揺動角度θ及び揺動速度の情報を受けて、超音
波プローブ２の揺動角度及び揺動速度を制御する。例えば、超音波プローブ２に１次元超
音波プローブを用いた場合、プローブ揺動制御部８は超音波プローブ２に設置されている
モータ（図示しない）を駆動して超音波振動子２１を揺動させる。このとき、プローブ揺
動制御部８は、制御部６から出力された揺動角度の範囲内を、制御部６から出力された揺
動速度で超音波振動子２１を揺動させる。
【００３４】
　３次元画像処理部９は、信号処理部４にて生成された２次元情報としての断層像データ
と、制御部６のＲＯＩ幅決定手段６１にて決定された関心領域（ＲＯＩ）の大きさを示す
情報とから、関心領域（ＲＯＩ）に含まれる３次元画像データを生成する。例えば、１次
元超音波プローブを用いて３次元画像データを生成する場合は、プローブ揺動制御部８の
制御により超音波振動子２１を揺動させることにより、揺動方向（Ｙ方向）の複数の断層
像データが収集されるため、信号処理部４から複数の断層像データが３次元画像処理部９
に出力される。３次元画像処理部９は複数の断層像データから３次元画像データを再構成
する。３次元画像処理部９はその構成の際、ＲＯＩ幅決定手段６１により決定された関心
領域（ＲＯＩ）に含まれる３次元画像データを抽出する。３次元画像処理部９にて生成さ
れた３次元画像データは表示部５に出力され、表示部５のモニタにて表示される。
【００３５】
　計測データ処理部１０は、表示部５のモニタに表示されている２次元情報としての断層
像から胎児の発育情報を計測するものである。計測データ処理部１０は、胎児の頭部の断
層像がモニタに表示されているときに、その胎児の頭部の大きさ（縦幅や横幅等）を計測
するものである。例えば、児頭大横径などを計測する。この児頭大横径とは、胎児の頭部
を真上からみて左右横幅の一番長い部分の直径を表している。計測データ処理部１０にて
計測された胎児の頭部の大きさの情報は表示部５及び制御部６に出力され、表示部５のモ
ニタにその情報が表示され、制御部６では関心領域（ＲＯＩ）の大きさなどを決定するた
めの情報として用いられる。
【００３６】
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　患者データ処理部１１は、操作部７により入力された母体の患者情報を受けて胎児週数
を算出し、その胎児週数情報を表示部５及び制御部６に出力する。母体の患者情報は例え
ば母体の最終月経日などが該当する。患者データ処理部１１は、その最終月経日から胎児
週数を算出する。この胎児週数により、胎児の発育の状態が分かるため、患者データ処理
部１１は、その胎児週数情報から更に、胎児の頭部の大きさを決定する。
【００３７】
　また、ＲＯＭやＲＡＭなどからなる記憶部（図示しない）が超音波診断装置１に設置さ
れ、超音波診断装置１の各種設定条件や超音波診断装置の制御プログラムが記憶されてい
る。
【００３８】
（動作）
　次に、この発明の実施形態に係る超音波診断装置１の動作について図１から図９を参照
しつつ説明する。図４は、この発明の実施形態に係る超音波診断装置の動作を順番に示す
フローチャートである。なお、この実施形態においては、超音波プローブ２に１次元超音
波プローブを用い、超音波振動子２１を機械的に揺動させて母体及び胎児の３次元画像デ
ータを収集する場合について説明する。
【００３９】
　胎児の頭部の３次元画像データを生成するために、超音波診断装置１によって母体及び
胎児の断層像データを収集する。つまり、関心領域（ＲＯＩ）を設定してその領域に含ま
れる胎児の頭部の３次元画像を生成する前に、超音波診断装置１によって母体及び胎児の
２次元情報としての断層像データを収集する。例えば、超音波診断装置１は、超音波振動
子２１を揺動させずに超音波プローブ２により被検体（母体）に対して超音波を送信し、
母体からの反射波を受信して母体及び胎児の２次元情報としての断層像データを生成し、
その断層像を表示部５のモニタに表示する（ステップＳ０１）。
【００４０】
　具体的には、超音波プローブ２により収集されたエコー信号は、送受信部３に出力され
る。そして、送受信部３の受信部にて受信チャンネルごとに増幅された後、受信指向性を
決定するのに必要な遅延時間を与えられ、更に加算されてＲＦデータが生成される。ＲＦ
データは信号処理部４に入力され、信号処理部４により２次元情報のＢモード超音波ラス
タデータが生成される。そして、Ｂモード超音波ラスタデータは、信号処理部４により直
交座標系で表されるデータに変換され、２次元情報としての断層像データ（Ｂモード画像
データ）が生成される。
【００４１】
　このようにして生成された２次元情報としての断層像データが表示部５に出力され、表
示部５のモニタ画面上に母体及び胎児の断層像が表示される。表示部５のモニタ画面上に
表示される母体及び胎児の断層像の１例を図５（ａ）に示す。図５は、２次元画像から胎
児の発育情報（頭部の大きさ）を求め、その発育情報から関心領域の大きさを求める処理
を説明するための図である。図５（ａ）は、スキャン面２３（Ｘ－Ｚ面）における胎児の
頭部の断層像を示す図であり、図５（ｂ）は、関心領域（ＲＯＩ）２６ａを示す図である
。なお、この発明の実施形態に係る超音波診断装置１の特徴を簡便に説明するために、図
５（ａ）には、胎児の頭部の断層像のみを示すこととする。
【００４２】
　図５（ａ）に示すように、表示部５のモニタ画面上には２次元情報として母体及び胎児
の断層像２４が表示され、その断層像２４の中に胎児の頭部の断層像２５が表示されてい
る。この胎児の頭部の断層像２５は、スキャン面２３（Ｘ－Ｚ面）における断層像である
。図５（ａ）においては、説明を簡便にするために、胎児の頭部の形状を楕円として示し
ている。
【００４３】
　そして、３次元画像データを収集する前に関心領域（ＲＯＩ）の設定条件を決定するた
め、計測データ処理部１０は、図５（ａ）に示されている胎児の頭部の断層像を用いて、
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胎児の発育情報、具体的には胎児の頭部の大きさを計測する（ステップＳ０２）。
【００４４】
　まず、胎児の頭部の横幅（児頭大横径）を計測するため、操作者は表示部５のモニタ画
面上に表示されている断層像２４を観察しながら、操作部７を操作することにより、頭部
の両端部を指定する。例えば、図５（ａ）に示すように、操作者は操作部７を用いて横幅
の一番長い部分の両端部にある端点Ｓ１及びＳ２を指定する。操作者によって端点Ｓ１及
びＳ２が指定されると、計測データ処理部１０は端点Ｓ１と端点Ｓ２との間の長さを計測
する。この例においては、計測データ処理部１０は、頭部の横幅の一番長い部分の直径の
長さ（児頭大横径）を計測することになる。ここでは、この直径の長さ（児頭大横径）を
横幅Ｄ１とする。
【００４５】
　横幅Ｄ１が求まると、計測データ処理部１０は、頭部の縦幅の一番長い部分の直径（縦
幅Ｄ２）を求める。例えば、胎児の頭部は楕円体とみなすことができるため、計測データ
処理部１０は、胎児の頭部を所定の楕円率を持つ楕円状の形状とみなし、その楕円率と横
幅Ｄ１とから縦幅Ｄ２を求める。また、横幅Ｄ１と同様に、操作者が頭部の縦幅の一番長
い部分の直径の両端部を指定し、計測データ処理部１０がその直径の長さを計測して、そ
の長さを縦幅Ｄ２としても良い。
【００４６】
　また、胎児の頭部の横幅Ｄ１と縦幅Ｄ２を直接計測せずに、計測データ処理部１０が胎
児の頭部の周囲の長さを計測し、周囲の長さから横幅Ｄ１と縦幅Ｄ２を換算して求めても
良い。頭部の周囲の長さと、頭部の横幅及び縦幅とは、統計的に関連性があるため、計測
データ処理部１０によって頭部の周囲の長さを計測することにより、その長さから横幅及
び縦幅を換算して求めることができる。
【００４７】
　以上のように計測又は求められた横幅Ｄ１及び縦幅Ｄ２を示す情報は、計測データ処理
部１０から制御部６及び表示部５に出力される。表示部５のモニタ画面上には、計測され
た横幅Ｄ１（児頭大横径）や縦幅Ｄ２などの値が表示される。
【００４８】
　さらに、計測データ処理部１０は、横幅Ｄ１（児頭大横径）から頭部の奥行き方向の幅
（揺動方向の幅（Ｙ方向の幅））を求め、その奥行き方向の幅を示す情報を制御部６に出
力する。上述したように、胎児の頭部は楕円体とみなすことができるため、頭部の横幅Ｄ
１（児頭大横径）が計測されれば、奥行き（揺動方向（Ｙ方向））の幅を推定することが
できる。ここでは、奥行き（揺動方向（Ｙ方向））の幅をＤ５とする。児頭大横径から胎
児の頭部の形状及び大きさが統計的に推定されるため、児頭大横径と頭部の形状及び大き
さとを対応付けたテーブル（表）を記憶部（図示しない）に予め記憶しておき、計測デー
タ処理部１０がそのテーブルを参照することにより、頭部の奥行き（揺動方向（Ｙ方向）
）の幅を求める。
【００４９】
　ＲＯＩ幅決定手段６１は、計測データ処理部１０から横幅Ｄ１及び縦幅Ｄ２を示す情報
を受けると、それらを用いて２次元情報としての断層像データにおける関心領域（ＲＯＩ
）の横幅及び縦幅を決定する（ステップＳ０３）。例えば、胎児の頭部は楕円体とみなせ
るため、図５（ｂ）に示すように、関心領域（ＲＯＩ）２６ａの形状も楕円状の形状とし
て、ＲＯＩ幅決定手段６１は、関心領域（ＲＯＩ）２６ａの横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４を決定
する。ここで、ＲＯＩ幅決定手段６１は操作者により指定された比率（重み）を横幅Ｄ１
及び縦幅Ｄ２に乗算し、楕円形状の関心領域（ＲＯＩ）２６ａの横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４を
決定しても良い。例えば、ＲＯＩ幅決定手段６１は、次式（１）により関心領域（ＲＯＩ
）２６ａの横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４を決定する。
　式（１）
　関心領域（ＲＯＩ）２６ａの横幅Ｄ３＝胎児の頭部の横幅Ｄ１×比率
　関心領域（ＲＯＩ）２６ａの縦幅Ｄ４＝胎児の頭部の縦幅Ｄ２×比率
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【００５０】
　式（１）中の比率は、操作者により指定されるパラメータであり、頭部の大きさを関心
領域（ＲＯＩ）の大きさとする場合を「標準」とし、その「標準」を１００％とする。「
標準」（１００％）の場合は、ＲＯＩ幅決定手段６１は、比率＝「１」として関心領域（
ＲＯＩ）の横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４を決定する。この場合、関心領域（ＲＯＩ）の横幅Ｄ３
＝頭部の横幅Ｄ１となり、関心領域（ＲＯＩ）の縦幅Ｄ４＝頭部の縦幅Ｄ２となる。
【００５１】
　また、操作者が操作部７を用いて比率を選択することにより、頭部の大きさに対して関
心領域（ＲＯＩ）の大きさを変更することもできる。例えば、「標準」の大きさに対して
１１０％の率が選択された場合、ＲＯＩ幅決定手段６１は、比率＝「１．１」として関心
領域（ＲＯＩ）の横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４を決定する。この場合、関心領域（ＲＯＩ）の横
幅Ｄ３は、頭部の横幅Ｄ１の「１．１倍」になり、縦幅Ｄ４も縦幅Ｄ２の「１．１倍」に
なる。
【００５２】
　この比率は任意に選択可能であり、例えば、「標準」（１００％）、［標準］の９０％
、「標準」の１１０％、「標準」の１２０％、「標準」の１３０％等の選択が可能である
。操作者が操作部７によりこれらの比率を入力すると、ＲＯＩ幅決定手段６１は、その比
率に従って、関心領域（ＲＯＩ）の横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４を決定する。
【００５３】
　以上のように、ＲＯＩ幅決定手段６１により、２次元情報としての断層像データにおけ
る関心領域（ＲＯＩ）２６ａの横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４が決定される。この関心領域（ＲＯ
Ｉ）２６ａは、超音波振動子２１を揺動していない場合に収集される断層像データに対す
る関心領域である。つまり、関心領域（ＲＯＩ）２６ａは、図３（ｂ）に示す揺動角度θ
が「０°」において収集される断層像データにおける関心領域を示していることになる。
【００５４】
　また、関心領域（ＲＯＩ）の横幅及び縦幅を決定する別の方法として、母体の患者情報
に含まれる最終月経日を用いても良い。この場合、まず、操作者は操作部７により母体の
最終月経部が含まれる患者情報を超音波診断装置１に入力する。患者データ処理部１１は
、制御部６を介してその患者情報を受け最終月経日から胎児週数を算出する。胎児週数と
胎児の大きさとは統計的に関連しているため、患者データ処理部１１は胎児週数から胎児
の頭部の大きさを決定する。例えば、胎児週数と胎児の頭部の大きさとを関連付けたテー
ブルを記憶部（図示しない）に予め記憶しておき、患者データ処理部１１がそのテーブル
を参照することにより胎児週数から胎児の頭部の大きさ（横幅Ｄ１、縦幅Ｄ２及び奥行き
方向の幅Ｄ５）を求める。このようにして求められた頭部の横幅Ｄ１及び縦幅Ｄ２の情報
が制御部６のＲＯＩ幅決定手段６１に出力され、上述した処理と同様に、ＲＯＩ幅決定手
段６１により関心領域（ＲＯＩ）の横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４が決定される。
【００５５】
　以上のように、揺動角度θが「０°」の断層像データにおける関心領域（ＲＯＩ）２６
ａの横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４が決定されると、次に、揺動角度決定手段６２により、揺動角
度θの範囲が決定される（ステップＳ０４）。揺動角度θの範囲を決定する方法について
、図６を参照しつつ説明する。図６は、揺動角度を求める処理を説明するための図であり
、図３のＸ方向からみた図である。
【００５６】
　まず、操作者は表示部５のモニタ画面上に関心領域（ＲＯＩ）２６ａを表示すべき位置
を指定する。例えば、操作者は表示部５のモニタ画面上に表示されている断層像２４を観
察しながら、操作部７を操作することにより、胎児の頭部を含むように関心領域（ＲＯＩ
）２６ａを表示すべき位置を指定する。指定された位置は、関心領域（ＲＯＩ）２６ａの
上端部となる。
【００５７】
　そして、揺動角度決定手段６２は、揺動中心点２１ａから超音波プローブ２の表面まで
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の距離、上記指定された関心領域（ＲＯＩ）２６ａの表示位置、関心領域（ＲＯＩ）２６
ａの縦幅Ｄ４、及び胎児の頭部の形状（奥行き方向（揺動方向の幅Ｄ５）を用いて揺動角
度θの範囲を決定する。
【００５８】
　図６に示すように、超音波振動子２１の揺動中心点２１ａから超音波プローブ２の表面
までの距離を距離ｄ１とする。また、関心領域（ＲＯＩ）２６ａを表示すべき位置として
操作者により指定された位置を指定位置Ｓ３とし、超音波プローブ２の表面から関心領域
の指定位置Ｓ３までの距離を距離ｄ２とする。さらに、関心領域（ＲＯＩ）２６ａの縦幅
Ｄ４の半分の値をｄ３（＝Ｄ４／２）とする。また、計測データ処理部１０により、頭部
の形状、具体的には、頭部の奥行き方向（揺動方向（Ｙ方向）の幅Ｄ５が求められている
。なお、図６には、胎児の頭部の奥行き方向（揺動方向（Ｙ方向））の形状２７を示して
いる。この図６においては、説明を簡便にするため、奥行き方向（揺動方向（Ｙ方向））
の形状を楕円形状としている。
【００５９】
　揺動角度決定手段６２は、上記のパラメータを用いて揺動角度θを求める。この揺動角
度θを求めるために、まず、揺動角度決定手段６２は、揺動中心点２１ａから超音波プロ
ーブ２の表面までの距離ｄ１と、超音波プローブ２の表面から関心領域の指定位置Ｓ３ま
での距離ｄ２と、縦幅Ｄ４の半分の値ｄ３との和を求める。つまり、揺動角度決定手段６
２は、「ｄ１＋ｄ２＋ｄ３」を算出する。そして、奥行き方向（揺動方向（Ｙ方向））の
幅Ｄ５の半分の値をｄ４（＝Ｄ５／２）とする。揺動角度決定手段６２は、以下に示す式
（２）により、揺動角度θの範囲を決定する。
　式（２）
　揺動角度θ＝ｔａｎ－１｛ｄ４／（ｄ１＋ｄ２＋ｄ３）｝
【００６０】
　この式（２）で表される揺動角度θまで超音波振動子２１を揺動させることにより、頭
部２７の奥行き方向（揺動方向（Ｙ方向））の端部Ｓ４、Ｓ５付近の断層像が収集される
ことになる。
【００６１】
　なお、この揺動角度θについても、上述した比率を乗算しても良い。例えば、操作者に
より「標準」が指定されると、揺動角度決定手段６２は、式（２）により求められた角度
に比率「１」を乗算し、「標準」の１１０％が指定されると、式（２）により求められた
角度に比率「１．１」を乗算して揺動角度を算出する。
【００６２】
　以上のように、この実施形態に係る超音波診断装置１は、胎児の発育情報、つまり胎児
の頭部の大きさ（横幅、縦幅及び奥行き方向の幅）に基づいて揺動角度を求めることによ
り、胎児の頭部の形状に合致した範囲内で超音波振動子２１を揺動させてスキャンするこ
とができるため、胎児の頭部の大きさに合った範囲の画像を収集することが可能となる。
【００６３】
　揺動角度θの範囲が決定されると、揺動角度の範囲を示す情報がプローブ揺動制御部８
に出力される。揺動角度が決定されると、次は、ＲＯＩ幅決定手段６１により、各揺動角
度における関心領域（ＲＯＩ）の大きさが決定される（ステップＳ０５）。揺動角度に応
じた関心領域の大きさを求める処理について、図７を参照しつつ説明する。図７は、揺動
角度に応じた関心領域の大きさを求める処理を説明するための図であり、図７（ａ）は図
３のＸ方向からみた図である。
【００６４】
　図７（ａ）に示すように、胎児の頭部は楕円体とみなすことができ、揺動角度が「０°
」における頭部の断面積が大きく、角度が大きくなるにつれて徐々に断面積は小さくなっ
ていく。従って、揺動角度が大きくなるにつれて、ＲＯＩ幅決定手段６１は、関心領域（
ＲＯＩ）の横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４を短くする。胎児の頭部の形状及び大きさは統計的に判
明し、上述したように、胎児の頭部の形状及び大きさは記憶部（図示しない）に予め記憶
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されている。ＲＯＩ幅決定手段６１は、その記憶部に記憶されている胎児の頭部の形状及
び大きさと、関心領域（ＲＯＩ）２６ａの横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４と、揺動角度の範囲とか
ら、各角度における関心領域（ＲＯＩ）の横幅及び縦幅を求める。
【００６５】
　例えば、ＲＯＩ幅決定手段６１は、揺動角度が「０°」においては関心領域（ＲＯＩ）
２６ａとし、揺動角度が「１０°及び、－１０°」においては関心領域（ＲＯＩ）２６ｂ
とし、揺動角度が「２０°及び、―２０°」においては関心領域（ＲＯＩ）２６ｃとし、
揺動角度が「３０℃及び、－３０°」においては関心領域（ＲＯＩ）２６ｄとする。
【００６６】
　図７（ａ）及び（ｂ）に示すように、揺動角度が「０°」における関心領域（ＲＯＩ）
２６ａの横幅及び縦幅が一番長く、範囲の大きさが一番大きい。そして、揺動角度が「１
０°、－１０°」における関心領域（ＲＯＩ）２６ｂの横幅及び縦幅は関心領域（ＲＯＩ
）２６ａよりも短くなり、揺動角度が「２０°、－２０°」における関心領域（ＲＯＩ）
２６ｃの横幅及び縦幅は関心領域（ＲＯＩ）２６ｂよりも短くなり、更に、揺動角度が「
３０°、－３０°」における関心領域（ＲＯＩ）２６ｄの横幅及び縦幅は関心領域（ＲＯ
Ｉ）２６ｃよりも短くなる。このように、ＲＯＩ決定手段６１は、胎児の頭部２７の端部
に近い関心領域（ＲＯＩ）ほど、その横幅及び縦幅を短くし、その大きさを小さくする。
【００６７】
　このように、超音波診断装置１は、揺動角度に応じて関心領域（ＲＯＩ）の横幅及び縦
幅（大きさ）を変えることにより、胎児の頭部の形状にあった関心領域（ＲＯＩ）を設定
することができ、良好に胎児の頭部の３次元画像を抽出して表示することが可能となる。
なお、関心領域（ＲＯＩ）を示す情報は、制御部６から３次元画像処理部９に出力される
。
【００６８】
　揺動角度の範囲が決定されると、次に、揺動速度決定手段６３により超音波振動子２１
の揺動速度が決定される（ステップＳ０６）。この揺動速度を決定する処理について、図
８を参照しつつ説明する。図８は、揺動速度を求めるためのテーブル（表）を示す図であ
る。
【００６９】
　図８に示すテーブル（表）は、超音波診断装置１の記憶部（図示しない）に記憶されて
いる情報である。このテーブル（表）は、超音波振動子２１の揺動角度の範囲と、画像の
画質を示す情報と、揺動速度とを関連付けた情報である。揺動角度の範囲は、上述した揺
動角度決定手段６２により求められる。画像の画質を示す情報は、操作者により選択され
て決定されるものであり、操作部７から入力される情報である。
【００７０】
　揺動速度決定手段６３は、揺度角度の範囲と、画像の画質を示す情報とを受けると、図
８に示すテーブルを参照して超音波振動子２１の揺動速度を決定する。例えば、揺動角度
の範囲が最大で「４５°、－４５°」の場合であって、操作者により「高画質」が選択さ
れた場合は、揺動速度決定手段６３はテーブル（表）から速度「９０」を選択し、「中画
質」が選択された場合は速度「１１０」を選択し、「低画質」が選択された場合は速度「
１３０」を選択する。このように、高画質から低画質になるほど、揺動速度を速くする。
つまり、高画質の画像を収集したい場合は、超音波振動子２１を揺動する速度を遅くして
スキャンを行い、高画質よりもスキャンの速度を優先したい場合は、超音波振動子２１を
揺動する速度を速くしてスキャンを行なう。
【００７１】
　揺動速度は超音波の走査線密度に関連している。つまり、揺動速度を速くするほど走査
線密度が疎になり、揺動速度を遅くするほど走査線密度が密になる。従って、揺動速度を
速くするほど走査線密度が疎になるため、収集される画像の質は高画質から低画質になる
が、移動速度を速くするほどスキャンの速度が速くなるため、超音波診断装置１のリアル
タイム性を向上させることができる。一方、揺動速度を遅くするほど走査線密度が密にな
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るため、収集される画像の質は低画質から高画質になる。
【００７２】
　以上のように、画像の画質（走査線密度）と超音波のスキャンの速度とは相対的な関係
が成立している。操作者は、「高画質」を選択することで高画質の画像を得ることができ
、血流などの画像を収集する場合に「低画質」を選択することで、フレームレートを速め
ることができ、リアルタイム性が向上した画像を得ることができる。
【００７３】
　このように揺動速度決定手段６３により超音波振動子２１の揺動速度が決定されると、
その揺動速度の情報がプローブ揺動制御部８に出力される。
【００７４】
　プローブ揺動制御部８は、制御部６から出力された揺動角度及び揺動速度の情報に基づ
いて超音波振動子２１の揺動を制御する。このプローブ揺動制御部８による超音波振動子
２１の揺動制御、及び、送受信部３による超音波の送受信の制御により、超音波プローブ
２によって各揺動角度におけるエコー信号が収集される。各揺動角度におけるエコー信号
は信号処理部４に出力され、信号処理部４にて各揺動角度の断層像データが生成され、各
揺動角度の断層像データは３次元画像処理部９に出力される（ステップＳ０７）。
【００７５】
　３次元画像処理部９は、各揺動角度における断層像データから３次元画像データを公知
の方法により再構成する。このとき、制御部６から各揺動角度における関心領域（ＲＯＩ
）の大きさ（横幅及び縦幅）を示す情報が３次元画像処理部９に出力されているため、３
次元画像処理部９は、各揺動角度における断層像データからその揺動角度における関心領
域（ＲＯＩ）に含まれる画像データを抽出する（ステップＳ０８）。例えば、揺動角度が
「０°」においては関心領域（ＲＯＩ）２６ａが対応するため、３次元画像処理部９は、
揺動角度が「０°」において収集された断層像データからその関心領域（ＲＯＩ）２６ａ
の範囲に含まれる画像データを抽出する。他の揺動角度においても同じである。例えば、
揺動角度が「１０°、－１０°」においては関心領域（ＲＯＩ）２６ｂが対応するため、
３次元画像処理部９は、揺動角度が「１０°、－１０°」において収集された断層像デー
タからその関心領域（ＲＯＩ）２６ｂの範囲に含まれる画像データを抽出する。そして、
３次元画像処理部９は各揺動角度において抽出した画像データから３次元画像データを再
構成する。このようにして再構成された３次元画像データは表示部５に出力され、胎児の
頭部の３次元画像が表示部５に表示されることになる。
【００７６】
　このように、この実施形態に係る超音波診断装置１は、胎児の頭部の大きさ（横幅、縦
幅及び奥行きの幅）から関心領域（ＲＯＩ）の大きさ（横幅及び縦幅）、揺動角度、揺動
速度、及び各揺動角度における関心領域（ＲＯＩ）の大きさを求めることにより、胎児の
頭部の形状に合致した３次元画像データを再構成することが可能となる。そのことにより
、超音波診断装置１は、適切に胎児の頭部の３次元画像を抽出して表示することが可能と
なる。
【００７７】
　従来においては、操作者の経験や勘に頼って、操作者が関心領域（ＲＯＩ）の大きさや
揺動角度や揺動速度を決定していたが、この実施形態に係る超音波診断装置１によると、
胎児の発育情報又は胎児週数情報が得られれば、その胎児の頭部の形状の３次元画像を抽
出するために適した関心領域（ＲＯＩ）の大きさ、揺動角度及び揺動速度が自動的に決定
されるため、操作者による関心領域の設定を省略することができる。
【００７８】
　また、上述の処理により決定された関心領域（ＲＯＩ）の大きさ、揺動角度及び揺動速
度によっても、適切に胎児の頭部の３次元画像が抽出されない場合は、関心領域の大きさ
や揺動角度等を再設定してスキャンをやり直す必要がある。このように再設定が必要であ
っても、この実施形態に係る超音波診断装置１によるとその再設定の頻度を低減すること
が可能となる。つまり、胎児の頭部の３次元画像を適切に抽出するための、関心領域の大
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きさや揺動角度等が最適条件からずれていても、ＲＯＩ幅決定手段６１等により、胎児の
頭部の形状に適した関心領域（ＲＯＩ）の大きさや揺動角度等が求められているため、最
適条件からのずれは僅かであると考えられる。このように、最適条件からのずれが僅かで
あるため、再設定の頻度を減らすことができる。また、再設定する際には、上述した比率
を変えて適切な比率を選択するだけで、胎児の頭部の３次元画像を抽出するのに適した関
心領域の大きさや揺動角度等が得られる。このように、たとえ最初の設定で最適な関心領
域の設定条件が得られなくても、再設定の頻度を減らすことができるため、結果として、
検査時間を短縮することができ、患者及び操作者への負担を軽減することが可能となる。
【００７９】
　また、この実施形態に係る超音波診断装置１によると、関心領域（ＲＯＩ）の位置も自
動的に決定することができる。この処理について図９を参照しつつ説明する。図９は、関
心領域（ＲＯＩ）の中心位置を求める処理を説明するための図である。図９（ａ）はスキ
ャン面２３（Ｘ－Ｚ面）における断層像を示す図であり、図９（ｂ）は関心領域（ＲＯＩ
）を示す図である。
【００８０】
　ステップＳ０２にて、胎児の頭部の横幅（児頭大横径）を計測する際に、操作者によっ
て図９（ａ）に示すように端点Ｓ１及びＳ２が指定されると、ＲＯＩ位置決定手段６４は
、その端点Ｓ１及びＳ２の位置（座標）から横幅Ｄ１の中心点Ｏ１の位置（座標）を求め
る。そして、ＲＯＩ位置決定手段６４は、その中心点Ｏ１の位置（座標）から以下に示す
式（３）により、図９（ｂ）に示す関心領域（ＲＯＩ）２６ａの中心点Ｏ２の位置（座標
）を決定する。
　式（３）
　関心領域（ＲＯＩ）２６ａの中心点Ｏ２の位置（座標）＝中心点Ｏ１の位置（座標）×
比率
【００８１】
　上述したように、比率は操作者により任意に決定されるパラメータであり、「標準」を
１００％とし、「標準」の１１０％、１２０％等が選択可能となっている。例えば、操作
者により「標準」が選択された場合は、比率は「１．０」となり、関心領域（ＲＯＩ）２
６ａの中心点Ｏ２の位置（座標）＝中心点Ｏ１（座標）となる。また、「標準」の１１０
％が選択された場合は、比率が「１．１」となり、この場合、関心領域（ＲＯＩ）２６ａ
のＺ方向（深さ方向）の座標に「１．１」を乗算することになる。
【００８２】
　このように、この実施形態に係る超音波診断装置１は、胎児の頭部の横幅（児頭大横径
）を計測する際に指定された端点Ｓ１及びＳ２に基づいて、関心領域（ＲＯＩ）２６ａの
Ｘ－Ｚ平面における位置（座標）を自動的に決定することもできる。
【００８３】
（変形例）
　次に、上記実施形態に係る超音波診断装置の変形例について説明する。上述した実施形
態では母体及び胎児を撮影の対象部位としたが、母体及び胎児以外の部位を撮影する場合
であっても、超音波診断装置１によるとその部位の形状に合致した３次元画像が得られる
。この変形例では、撮影の対象部位の１例として腫瘍の３次元画像を表示する場合につい
て説明する。
【００８４】
　ここでは、甲状腺の腫瘍を撮影の対象部位とする。腫瘍の３次元画像データを生成する
ために、超音波診断装置１によって甲状腺にできた腫瘍の断層像データを収集する。例え
ば、超音波振動子２１を揺動させずに超音波プローブ２により被検体に対して超音波を送
信し、被検体からの反射波を受信して腫瘍を含む領域の断層像データを生成し、その断層
像を表示部５のモニタに表示する。
【００８５】
　このようにして生成された２次元情報としての断層像データが表示部５に出力され、表
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示部５のモニタ画面上に腫瘍を含む領域の画像が表示される。表示部５のモニタ画面上に
表示さえる腫瘍を含む領域の断層像の１例を図１０に示す。図１０は、モニタ画面上に表
示される腫瘍の断層像の１例であり、スキャン面（Ｘ－Ｚ面）における腫瘍の断層像を示
す図である。
【００８６】
　図１０に示すように、表示部５のモニタ画面上には２次元情報として腫瘍を含む領域の
断層像３０が表示され、その断層像３０の中に腫瘍の断層像３１が表示されている。この
腫瘍の断層像３１は、スキャン面２３（Ｘ－Ｚ面）における断層像である。
【００８７】
　そして、３次元画像データを収集する前に関心領域（ＲＯＩ）の設定条件を決定するた
め、計測データ処理部１０は、図１０に示されている腫瘍の断層像３１を用いて腫瘍の大
きさを計測する。
【００８８】
　まず、腫瘍の横幅を計測するため、操作者は表示部５のモニタ画面上に表示されている
断層像３０を観察しながら、操作部７を操作することにより腫瘍の両端部を指定する。例
えば図１０に示すように、横幅の一番長い部分の両端部にある端点Ｓ１０及びＳ２０が操
作者によって指定されると、計測データ処理部１０は端点Ｓ１０と端点Ｓ２０との間の長
さを計測する。この場合、計測データ処理部１０は、腫瘍の横幅の一番長い部分の長さを
計測することになる。ここでは、横幅の一番長い部分の長さを横幅Ｄ１０とする。
【００８９】
　横幅Ｄ１０が求まると、計測データ処理部１０は、腫瘍の縦幅の一番長い部分の長さ（
縦幅Ｄ１１）を求める。横幅Ｄ１０と同様に、操作者が腫瘍の縦幅の一番長い部分の両端
部を指定し、計測データ処理部１０がその長さを計測して、その長さを縦幅Ｄ１１とする
。
【００９０】
　また、上述した実施形態と同様に、腫瘍の横幅Ｄ１０と縦幅Ｄ１１を直接計測せずに、
計測データ処理部１０が腫瘍の周囲の長さを計測し、周囲の長さから横幅Ｄ１０と縦幅Ｄ
１１を換算して求めても良い。
【００９１】
　以上のように求められた横幅Ｄ１０及び縦幅Ｄ１１は、計測データ処理部１０から制御
部６及び表示部５に出力される。表示部５のモニタ画面上には、計測された横幅Ｄ１０及
び縦幅Ｄ１１などの値が表示される。
【００９２】
　さらに、計測データ処理部１０は、横幅Ｄ１０（又は縦幅Ｄ１１）から腫瘍の奥行き方
向（揺動方向の幅（Ｙ方向の幅））を求め、その奥行き方向の幅を示す情報を制御部６に
出力する。この奥行き（揺動方向（Ｙ方向））の幅を幅Ｄ１２とする。横幅Ｄ１０（又は
縦幅Ｄ１１）から腫瘍の形状及び大きさが統計的に推定されるため、横幅１０（又は縦幅
Ｄ１１）と腫瘍の形状及び大きさとを対応付けたテーブル（表）を記憶部（図示しない）
に予め記憶しておき、計測データ処理部１０がそのテーブルを参照することにより、腫瘍
の奥行き（揺動方向（Ｙ方向））の幅Ｄ１２を求める。
【００９３】
　ＲＯＩ幅決定手段６１は、計測データ処理部１０から横幅Ｄ１０及び縦幅Ｄ１１を示す
情報を受けると、それらを用いて２次元情報としての断層像データにおける関心領域（Ｒ
ＯＩ）の横軸及び縦軸を決定する。上述した実施形態と同様に診断部位としての腫瘍を楕
円体とみなし、計測データ処理部１０は、図５（ｂ）に示すように、関心領域（ＲＯＩ）
２６ａの形状も楕円状の形状として関心領域（ＲＯＩ）２６ａの横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４を
決定する。ここで、ＲＯＩ幅決定手段６１は、上述した実施形態と同様に、操作者により
指定された比率（重み）を横幅Ｄ１０及び縦幅Ｄ１１に乗算し、関心領域（ＲＯＩ）２６
ａの横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４を決定しても良い。例えば、上述した実施形態と同様に、ＲＯ
Ｉ幅決定手段６１は、式（１）により関心領域（ＲＯＩ）２６ａの横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４
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を決定する。
【００９４】
　医師は、腫瘍と腫瘍の周辺に存在する血管とを観察して診断を行う場合があり、その場
合には、腫瘍と腫瘍の周辺に存在する血管とが含まれる画像を表示部５に表示する必要が
ある。その場合、式（１）の比率を大きくして関心領域（ＲＯＩ）の大きさを大きくする
。例えば、腫瘍の周辺に存在する血管が含まれるように、「標準」の大きさに対して１１
０％の率が操作者によって選択されると、ＲＯＩ幅決定手段６１は、比率＝「１．１」と
して関心領域（ＲＯＩ）の横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４を決定する。この場合、関心領域（ＲＯ
Ｉ）の横幅Ｄ３は腫瘍の横幅Ｄ１０の「１．１倍」になり、関心領域（ＲＯＩ）の縦幅Ｄ
４も腫瘍の縦幅Ｄ１１の「１．１倍」になる。上述した実施形態と同様に、この比率は操
作者が任意に選択することができ、腫瘍の周辺に存在する血管が画像に含まれるように、
操作者は比率を１２０％や１３０％に変更する。
【００９５】
　以上のように、ＲＯＩ幅決定手段６１により、２次元情報としての断層像データにおけ
る関心領域（ＲＯＩ）２６ａの横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４が決定される。この関心領域（ＲＯ
Ｉ）２６ａは、超音波振動子２１を揺動させていない場合に収集される断層像データに対
する関心領域である。
【００９６】
　以上のように、揺動角度θが「０°」の断層像データに対する関心領域（ＲＯＩ）２６
ａの横幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４が決定されると、次に、揺動角度決定手段６２により、揺動角
度θの範囲が決定される。
【００９７】
　上述した実施形態と同様に、例えば、操作者が表示装置５のモニタ画面上に表示されて
いる断層像３０を観察しながら、操作部７を操作して腫瘍を含むように関心領域（ＲＯＩ
）２６ａを表示すべき位置を指定する。指定された位置は関心領域（ＲＯＩ）２６ａの上
端部となる。
【００９８】
　そして、揺動角度決定手段６２は、揺動中心点２１ａから超音波プローブ２の表面まで
の距離、上記指定された関心領域（ＲＯＩ）２６ａの表示位置、関心領域（ＲＯＩ）２６
ａの縦幅Ｄ４、及び腫瘍の形状（奥行き方向（揺動方向の幅Ｄ５））を用いて揺動角度θ
の範囲を決定する。
【００９９】
　揺動角度θの範囲を決定する具体的な方法は、上述した実施形態に係る方法と同じであ
り、揺動角度決定手段６２は、上述した式（２）に従って揺動角度θを決定する。式（２
）で決定される揺動角度θまで超音波振動子２１を揺動させることにより、腫瘍の奥行き
方向における端部付近の断層像が収集される。
【０１００】
　また、揺動角度θについても、上述した比率を乗算しても良い。腫瘍の周辺に存在する
血管を観察して診断を行う場合には、式（２）により求められた角度を大きくして、超音
波振動子２１を揺動させる範囲を広げれば良い。例えば、腫瘍の周辺に存在する血管が含
まれるように、「標準」の角度に対して１１０％の率が操作者によって選択されると、揺
動角度決定手段６２は、比率＝「１．１」として揺動角度θを算出する。上述した実施形
態と同様に、この比率は操作者が任意に選択することができ、腫瘍の周辺に存在する血管
が画像に含まれるように、比率を１２０％や１３０％にする。
【０１０１】
　以上のように、揺動角度θの範囲が決定されると、揺動角度の範囲を示す情報がプロー
ブ揺動制御部８に出力される。揺動角度が決定されると、次は、ＲＯＩ幅決定手段６１に
より、各揺動角度における関心領域（ＲＯＩ）の大きさが決定される。例えば、腫瘍を打
楕円体とみなした場合、揺動角度が「０°」における腫瘍の断面積が大きく、角度が大き
くなるにつれて徐々に腫瘍の断面積が小さくなっていく。この場合、揺動角度が大きくな
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るにつれて、ＲＯＩ幅決定手段６１は関心領域の幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４を短くする。腫瘍の
形状及び大きさを予め記憶部（図示しない）に記憶させておき、ＲＯＩ幅決定手段６１が
、その記憶部に記憶されている腫瘍の形状及び大きさと、関心領域（ＲＯＩ）２６ａの横
幅Ｄ３及び縦幅Ｄ４と、揺動角度の範囲とから、各角度における関心領域（ＲＯＩ）の横
幅及び縦幅を求める。
【０１０２】
　例えば、図７（ｂ）に示すように、ＲＯＩ幅決定手段６１は、揺動角度が大きくなるほ
ど関心領域（ＲＯＩ）の横幅及び縦幅を短くし、腫瘍の端部に近い関心領域（ＲＯＩ）ほ
ど横幅及び縦幅を短くして大きさを小さくする。
【０１０３】
　以上のように、超音波診断装置１は、揺動角度に応じて関心領域（ＲＯＩ）の横幅及び
縦幅（大きさ）を変えることにより、腫瘍の形状に適した関心領域（ＲＯＩ）を設定する
ことができ、良好に腫瘍の３次元画像を抽出して表示することが可能となる。なお、関心
領域（ＲＯＩ）を示す情報は、制御部６から３次元画像処理部９に出力される。
【０１０４】
　揺動角度の範囲が決定されると、上述した実施形態と同様に、揺動速度決定手段６３が
図８に示すテーブルを参照して超音波振動子２１の揺動速度を決定する。揺動速度決定手
段６３は、揺動角度決定手段６２により決定された揺動角度の範囲と、操作者によって選
択された画像の画質を示す情報とを受けると、図８に示すテーブルを参照して、超音波振
動子２１の揺動速度を決定する。上述した実施形態と同様に、高画質の画像を収集したい
場合は、超音波振動子２１を揺動する速度を遅くしてスキャンを行ない、スキャンの速度
を優先したい場合は、超音波振動子２１を揺動する速度を速くする。
【０１０５】
　例えば、腫瘍の周辺に存在する血管の血流を観察するためにカラーフローマッピング（
ＣＦＭ）による表示を行う場合、血液の流れが観察できる程度にスキャン速度を速める必
要がある。その場合、操作者が「中画質」や「低画質」を選択することで、フレームレー
トを速めることができ、リアルタイム性が向上した画像を得ることができる。
【０１０６】
　このように揺動速度決定手段６３により超音波振動子２１の揺動速度が決定されると、
その揺動速度の情報がプローブ揺動制御部８に出力される。
【０１０７】
　プローブ揺動制御部８は、制御部６から出力された揺動角度及び揺動速度の情報に基づ
いて超音波振動子２１の揺動を制御する。そして、プローブ揺動制御部８による超音波振
動子２１の揺動制御、及び送受信部３による超音波の送受信の制御により、各揺動角度に
おけるエコー信号が収集され、信号処理部４にて各揺動角度の断層像データが生成され、
それら断層像データは３次元画像処理部９に出力される。
【０１０８】
　３次元画像処理部９は、各揺動角度における断層像データから３次元画像データを再構
成する。その際、３次元画像処理部９は、各揺動角度における断層像データからその揺動
角度における関心領域（ＲＯＩ）に含まれる画像データを抽出する。そして、３次元画像
処理部９は、各揺動角度において抽出された画像データに基づいて３次元画像データを再
構成する。このようにして再構成された３次元画像データは表示部５に出力され、腫瘍の
３次元画像が表示されることになる。
【０１０９】
　以上のように、超音波診断装置１は、腫瘍の大きさ（横幅、縦幅及び奥行きの幅）から
関心領域（ＲＯＩ）の大きさ（横幅及び縦幅）、揺動角度、揺動速度、及び各揺動角度に
おける関心領域（ＲＯＩ）の大きさを求めることにより、腫瘍の形状に合致した３次元画
像データを再構成することが可能となる。そのことにより、超音波診断装置１は、適切に
腫瘍の３次元画像を抽出して表示することが可能となる。
【０１１０】
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　また、上述した実施形態と同様に、超音波診断装置１は関心領域（ＲＯＩ）の位置を自
動的に決定しても良い。例えば、操作者によって図１０に示す端点Ｓ１０及びＳ２０が指
定されると、ＲＯＩ位置決定手段６４は、その端点Ｓ１０及びＳ２０の位置（座標）から
、横幅Ｄ１０の中心点の位置（座標）を求める。そして、ＲＯＩ位置決定手段６４は、そ
の中心点の位置（座標）から、上述した式（３）により、関心領域（ＲＯＩ）２６ａの中
心点の位置（座標）を決定する。
【０１１１】
　上述した実施形態及び変形例では母体及び胎児と腫瘍を撮影する場合について説明した
が、それら以外の診断部位を撮影する場合であっても、この超音波診断装置１によると、
その診断部位の形状に適した関心領域（ＲＯＩ）や揺動角度を設定することができ、良好
にその診断部位の３次元画像を抽出して表示することが可能となる。例えば、心臓や肝臓
などの内蔵を診断部位としても、この超音波診断装置１によると、心臓などの形状に適し
た関心領域（ＲＯＩ）や揺動速度を設定することができ、良好に心臓などの３次元画像を
抽出して表示することが可能となる。
【０１１２】
　上述した実施形態及び変形例に係る超音波診断装置１によると、２次元情報としての断
層像で診断部位の大きさ（横幅及び縦幅）を計測し、その計測値や関心領域の位置を基に
、関心領域の大きさ、揺動の角度、及び揺動の速度（走査線密度）を決定することで、診
断部位の画像を抽出するために適した関心領域の大きさ、揺動の角度、及び揺動の速度（
走査線密度）を自動的に決定することが可能となる。そのことにより、診断部位の観察に
必要な画像が効率的に得られ、超音波診断装置による診断の効率を向上させることが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】この発明の実施形態に係る超音波診断装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】１次元超音波プローブの概略構成を示す斜視図である。
【図３】１次元超音波プローブの揺動を説明するための図である。
【図４】この発明の超音波診断装置の動作を順番に説明するためのフローチャートである
。
【図５】２次元画像から胎児の発育情報（頭部の大きさ）を求め、その発育情報から関心
領域の大きさを求める処理を説明するための図である。
【図６】揺動角度を求める処理を説明するための図である。
【図７】揺動角度に応じた関心領域の大きさを求める処理を説明するための図である。
【図８】揺動速度を求めるためのテーブル（表）を示す図である。
【図９】関心領域の中心位置を求める処理を説明するための図である。
【図１０】モニタ画面上に表示される腫瘍の断層像の１例であり、スキャン面（Ｘ－Ｚ面
）における腫瘍の断層像を示す図である。
【符号の説明】
【０１１４】
　１　超音波診断装置
　２　超音波プローブ
　３　送受信部
　４　信号処理部
　５　表示部
　６　制御部
　７　操作部
　８　プローブ揺動制御部
　９　３次元画像処理部
　１０　計測データ処理部
　１１　患者データ処理部
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　２１　超音波振動子
　６１　ＲＯＩ幅決定手段
　６２　揺動角度決定手段
　６３　揺動速度決定手段
　６４　ＲＯＩ位置決定手段

【図１】 【図２】

【図３】
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